
資料1

区域 区域の方針 地域案 県条例のゾーニングとの比較 規制の方向性

Ａ地域

現在の県の指定区域に合わせ、屋外

広告物の掲出を抑制する区域

（原則、自家用広告物しか表示でき

ない区域）

・九州自動車道から展望できる地域

で、両側500ｍ未満の範囲にある区域

・古墳、墓地

同じ
現行の県条例のとおり

とする

Ｂ地域
自然・田園景観や、住宅地にふさわ

しい良好な景観を保全する区域

○Ａ・Ｃ地域以外 ○Ａ・Ｃ地域以外 現行の県条例の許可基

準より厳しくする

Ｃ地域
周辺の景観との調和を保ちつつ、に

ぎわいにも配慮する区域

・近隣商業地域

・商業地域

・工業地域

・工業専用地域

・準工業地域

・近隣商業地域

・商業地域

・工業地域

・工業専用地域

現行の県条例の許可基

準より厳しくする

古賀市における屋外広告物の規制ゾーニング（案）

※自家用広告物：自己の氏名、名称、店名、商標等または自己の事業、営業内容を、自己の住所または事業所、営業所などに表示するもの
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